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医政局地域医療計画課

安全な無痛分娩の提供体制について

令和８年２月18日

資料２
第４回 小児医療及び周産期医療の提供体制等

に関するワーキンググループ



無痛分娩とは

○ 無痛分娩は、麻酔によって陣痛の痛みを和らげ、分娩する方法。陣痛の痛みの緩和のため、一般
      的には、硬膜外麻酔を用いる。

(日本産科麻酔学会のウェブサイトより抜粋)

〈縦の断面〉 〈縦の断面の背骨を拡大したもの〉

○ 母体の心血管負荷を軽減するため、高血圧や心疾患、脳血管障害などを有する妊婦に提供
される他、効果的な産痛緩和を目的として選択されることが多い。

〈同じ背骨を横の断面でみたもの〉

硬膜外麻酔・・・
脊髄の近くの「硬膜外腔」に挿入するカテーテルを通じて麻酔薬を入れ、痛みを緩和する方法。

無痛分娩以外にも、痛みが強いと予想される外科手術では、一般的に行われる。
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平成30年４月11日 第61回社会保障審議会医療部会 資料５（一部改変）

令和７年10月1日 第１回小児医療及び周産期医療の提供体制に関する
ワーキンググループ 資料４（一部改変）



無痛分娩の実施状況
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分娩を取り扱う医療機関のうち無痛分娩を実施している医療機関数（各年９月の１か月の実績）
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医療機関での分娩のうち、無痛分娩（帝王切開を除く）の件数（各年９月の１か月の実績）
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• 分娩を取り扱う医療機関のうち、無痛分娩を実施している医療機関数は増加している。

• 医療機関での分娩のうち、無痛（帝王切開を除く）の件数は増加している。

令和７年10月1日 第１回小児医療及び周産期医療の提供体制に関するワーキンググループ 資料４



無痛分娩実施施設と実施件数の内訳

令和５年医療施設調査 3

• 無痛分娩を実施している医療機関のうち、周産期母子医療センターが132施設（21.9％）、周産期母子医療センター
以外の病院が150施設（24.9％）、診療所が320施設（53.2％）である。

• 無痛分娩の実施件数はそれぞれ1840件（22.6％）、2466件（30.3％）、3834件（47.1％）である。

• 無痛分娩のうち約８割は周産期母子医療センター以外で実施されている。
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無痛分娩の実施状況
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分娩を取り扱う医療機関のうち無痛分娩を実施している医療機関数（令和５年９月の１か月の実績）

医療機関での分娩のうち、無痛分娩（帝王切開を除く）の割合（令和５年９月の１か月の実績）

令和５年医療施設静態調査
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• 令和５年９月時点では、東京都、千葉県、神奈川県、熊本県では分娩のうち約25％が無痛分娩であるが、一方で岩
手県、鳥取県、高知県では、無痛分娩は０件であった。なお、鳥取県と高知県においては、その後無痛分娩が実施さ
れている。

令和７年10月1日 第１回小児医療及び周産期医療の提供体制に関するワーキンググループ 資料４
（一部改変）



都道府県ごとの無痛分娩実施状況

• 分娩数の少ない都道府県ほど、無痛分娩の実績が少ない傾向にある。

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

都道府県ごとの分娩件数（令和５年９月１か月）

都
道
府
県
ご
と
の
無
痛
分
娩
件
数
（
令
和
５
年
９
月
１
か
月
）

（件）

（件）

5
令和５年医療施設調査



都道府県ごとの無痛分娩実施状況
（令和５年９月１か月の分娩数が4000未満の都道府県のみ表示）
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• 分娩数の少ない都道府県ほど、無痛分娩の実績が少ない傾向にある。

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

都道府県ごとの分娩件数（令和５年９月１か月）

都
道
府
県
ご
と
の
無
痛
分
娩
件
数
（
令
和
５
年
９
月
１
か
月
）

（件）

（件）

令和５年医療施設調査



無痛分娩を取り扱う医療機関数別の周産期医療圏

• 周産期医療圏単位では、令和５年９月１ヶ月間に99の周産期医療圏では無痛分娩の実績がある医療機関が０であった。

• 一方、それ以外の164の周産期医療圏では少なくとも１つの医療機関で無痛分娩が実施されていた。
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※令和６年４月１日時点の周産期医療圏と、令和５年医療施設調査における９月１か月の実績を基に作成。



周産期医療圏ごとの無痛分娩実施状況

• 分娩数の少ない周産期医療圏ほど、無痛分娩の実績が少ない傾向にある。
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※令和６年４月１日時点の周産期医療圏と、令和５年医療施設調査における９月１か月の実績を基に作成。
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周産期医療圏ごとの無痛分娩実施状況
（令和５年９月１か月の分娩数が500未満の周産期医療圏のみ表示）

• 分娩数の少ない周産期医療圏ほど、無痛分娩の実績が少ない傾向にある。
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※令和６年４月１日時点の周産期医療圏と、令和５年医療施設調査における９月１か月の実績を基に作成。
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周産期母子医療センターにおける無痛分娩実施状況

令和５年医療施設調査 10

• 総合周産期母子医療センターでは約半数が無痛分娩の実績があるが、地域周産期母子医療センターでは約４分の１の
施設で実施されている。
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※令和５年度医療施設調査に「分娩あり」と回答し、令和６年４月１日時点で周産期母子医療センターに

指定・認定されている施設について集計。



• 総合周産期母子医療センター111施設のうち、24時間体制で院内に麻酔科医師が確保されている施設は82施設
（74％）であり、一部の施設では麻酔科医が無痛分娩に関与しにくい状況にある。

周産期母子医療センターにおける他の診療科の対応（総合）
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24時間体制で各診療科の医師が院内に確保されているかどうか（オンコールは除く）（n=111）
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令和５年度実績 地域医療計画課調べ

令和７年10月23日 第２回小児医療及び周産期医療の提供体制に関するワーキンググループ 資料４（一部改変）

（施設） （施設）

（施設）（施設）



• 地域周産期母子医療センター295施設のうち、24時間体制で院内に麻酔科医師が確保されている施設は96施設であ
り、地域周産期母子医療センターにおいては総合周産期母子医療センター以上に無痛分娩に麻酔科医が関与しにくい
状況にある。

周産期母子医療センターにおける他の診療科の対応（地域）
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24時間体制で各診療科の医師が院内に確保されているかどうか（オンコールは除く）（n=295）
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令和５年度実績 地域医療計画課調べ

令和７年10月23日 第２回小児医療及び周産期医療の提供体制に関するワーキンググループ 資料４（一部改変）

（施設） （施設）

（施設）（施設）



周産期医療の体制構築に係る指針（疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について（令和５年３月31日付け課長通知））
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無痛分娩に関する記載の抜粋

第２ 医療体制の構築に必要な事項
２ 医療機関とその連携

(1) 目指すべき方向
⑤ 母子に配慮した周産期医療の提供が可能な体制
分娩を取り扱う医療機関は、母子の心身の安定・安全の確保等を図る観点から、産科区域の特定（院内助

産・助産師外来や医療機関における産後ケア事業の実施、また、母子保健や福祉に関する事業と連携する機能
を包括的に実施する機能をもつ病棟の概念を含む。）や安全な無痛分娩の実施などの対応を講ずることが望ま
しいなか、当該医療機関の実情を踏まえた適切な対応を推進すること。また、都道府県は、無痛分娩を実施す
る医療機関について、無痛分娩関係学会・団体連絡協議会（JALA）の実施する研修、情報公開、有害事象分析
事業への参画を推進すること。

令和７年３月19日 第８回妊娠・出産。産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会 資料１



都道府県における安全性を確保するための取組（例）

14医政局地域医療計画課調べ

高知県

無痛分娩の実施体制を構築するため、高知大学医学部が取り組む産科麻酔科

医の人材育成を支援。

東京都

安全性の向上に向けた取組として、無痛分娩時の急変対応研修機会の提供や

地域連携会議における症例検討会等の開催など最新の知見の共有を支援。併せ

て、無痛分娩に関する専門部会を設置するとともに、医療法第25条に基づく施

設の立入検査時に産科医・麻酔科医も同行し自主点検表の遵守状況等を確認。

• 一部の都道府県では、安全な無痛分娩の提供体制を確保するため、独自の取組を実施している。



無痛分娩の安全な体制整備の構築について

15

１．無痛分娩に係る医療スタッフの研修
関連団体とも連携しつつ、無痛分娩の安全な診療のための講習会のプログラムを策定し、講習会を開催している。

２．無痛分娩の提供体制に関する情報公開
無痛分娩の診療体制について情報公開を行う医療機関のリストをJALAホームページで公開している（令和７年３

月31日時点で447医療機関が登録済）。また、妊婦及びその家族に対して無痛分娩に関する必要な情報を分かりやす
く提供することを目的として、日本産科麻酔学会ウェブサイトにおいて｢無痛分娩Q＆A｣が公表されている。

３．無痛分娩の安全性向上のためのインシデント・アクシデントの収集・分析・共有
無痛分娩に係るインシデント・アクシデントを収集し、分析することを目的として、JALAにおいて、無痛分娩有

害事象収集分析事業が行われている。

無痛分娩を取り扱う医療機関に対して、全ての項目を満たすような適切な対策をとるように、周知を行っている。

記載項目の概要
A 診療体制 B 情報公開 C インシデント・アクシデントの収集・分析・共有

自主点検表について

無痛分娩関係学会・団体連絡協議会（JALA）の取組について

〇 厚生労働省において、平成 29 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（厚生労働科学特別研究事業）による「無痛分娩の実態把握

及び安全管理体制の構築についての研究」の「無痛分娩の安全な提供体制の構築に関する提言」を基に自主点検表を作成している。

〇 無痛分娩に関する関係学会及び関係団体から構成される無痛分娩関係学会・団体連絡協議会（JALA）と連携し、安全な無痛分娩の体

制確保に取り組んでいる。

〇 妊婦の方々が正しい知識のもと、希望に応じて無痛分娩を選択できるよう、正しい理解の普及のためのリーフレットを作成し、周知

を行っている。

無痛分娩を考える妊婦やその家族に向けたリーフレットを作成し、無痛分娩の有効性や安全性に関する周知を行ってい
る。

無痛分娩に関する理解の促進について



妊婦等に対する情報提供について
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• JALAのHPやリーフレット、出産なびにより、無痛分娩や提供する医療機関についての情報提供を行っている。



出産なびの掲載内容について

＜無痛分娩について＞

無痛分娩の実施有無

麻酔の方法（複数回答可）

98

42

140

319

381

700

482

454

936

7

7

14

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

病院

診療所

病院・診療所

医学的適応のみ対応可能

希望による無痛分娩可能

対応していない

無回答

252

124

192

15

79 89

363

10

331

213

555

25

0

100

200

300

400

500

600

麻酔科専門医 麻酔科標榜医 産婦人科専門医 無回答

病院

診療所

病院・診療所

無痛分娩麻酔管理者の資格（複数回答可）

180

168

348

219

233

452

18

22

40

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

病院

診療所

病院・診療所

あり

なし

無回答

JALA（無痛分娩関係学会・団体連絡協議会）サイトへの掲載の有無

123

209

332

267

187

454

27

27

54

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

病院

診療所

病院・診療所

24時間対応している

24時間対応ではない

無回答

麻酔の実施体制（対応可能時間）

299

241

540

88

141

229

30

41

71

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

病院

診療所

病院・診療所

計画分娩

陣痛開始から

無回答

麻酔の実施体制（無痛分娩を行う際の計画分娩の有無）

「出産なび」掲載情報の集計であり、我が国の周産期医療提供体制を悉皆に調査したものではない

388

63
21 13

397

68
21 8

785

131

42 21

0

200

400

600

800

病院

診療所

病院・診療所

硬膜外麻酔 脊椎くも膜下硬

膜外併用麻酔

その他 無回答

（
施
設
数
）

（
施
設
数
）

※病院・診療所のみ回答

（回答施設数 病院 417 診療所 423 病院・診療所 840）

n=906

n=884

n=1790

（回答施設数 病院 417 診療所 423 病院・診療所 840）

（回答施設数 病院 417 診療所 423 病院・診療所 840）

（回答施設数 病院 417 診療所 423 病院・診療所 840）

（回答施設数 病院 417 診療所 423 病院・診療所 840）

出典：「出産なび」掲載データより作成（2024年8月30日時点）

令和６年９月30日
資料５

第183回社会保障審議会医療保険部会
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「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会 議論の整理」の概要

①

② 希望に応じた出産を行うことのできる環境の整備

③ 妊娠期、産前・産後に関する支援等

・ 出産育児一時金の増額後も出産費用は
  年々上昇し、地域・施設間格差が大きい

令和５年度平均出産費用 全国 50.7万円
東京都 62.5万円 熊本県 38.9万円

・ 赤字産科診療所の割合増

・ 費用とサービスの関係が不明確

・ 出生場所は病院 54%、診療所 45%、
助産所等 0.7%

・ 無痛分娩件数は13.8%（令和５年度）

妊婦健診の公費負担状況は改善傾向だが
自治体によってばらつきあり

国が示す検査項目の自己負担がない自治体 65%

公費負担額 福島県 13.6万円 神奈川県8.0万円

・ 令和８年度を目途に、産科医療機関等の経営実態等にも十分配慮しながら
標準的な出産費用の自己負担無償化に向けた具体的な制度設計を進める

出産に伴う診療・ケアやサービスには、医師等の専門的な判断に基づき実施されるものと、
妊産婦が希望して選択するものがある 情報公開の徹底を含め、支援のあり方を検討

「標準」の内容、保険適用と窓口負担の関係、給付と負担のバランス等、さらに検討を深める

・ 妊産婦が十分な情報に基づき、出産に関する自己決定・取捨選択ができる
環境を整備（ 「出産なび」による見える化の推進）

・ 希望に応じ、助産所においても出産や産後ケアを安全に行える環境を整備

・ 希望する妊婦が安全な無痛分娩を選択できる環境を整備
（安全な提供体制の確保、リスクやデメリットも含めた正しい理解の促進等）

・ 妊産婦本位の切れ目のない支援体制を構築

・ 国が示す妊婦健診項目の自己負担がないよう、公費負担をさらに推進

・ 産後ケアの受け皿拡大、認知度向上、利用手続きの簡略化を進める

18

費用の見える化を前提とした標準的な出産費用の自己負担無償化と
安全で質の高い周産期医療提供体制の確保の両立



「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会 議論の整理
（令和７年５月14日） 」 より抜粋
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◆安全で質の高い無痛分娩の提供体制の確保について

• 安全で効果的な無痛分娩を実施するには産科医・麻酔科医に一定の習熟が求められる

• 無痛分娩を実施する医療機関の体制や研修等の実態把握を進めるべき

• 提供体制の確保を都道府県に丸投げしても難しい部分がある

といった意見があった。

（あるべき支援の方向性）

• 妊婦の間で無痛分娩へのニーズが増加している状況を踏まえ、希望する妊婦が安全な無痛分娩を選択できる環境の
整備を進めるべきである。

• 無痛分娩に対応した医療機関の分布には地域差があり、麻酔を実施する医師の確保や安全管理体制の標準化等、安
全で質の高い無痛分娩の提供体制の確保に取り組む必要がある。

• 無痛分娩のリスクやデメリットを十分に考慮した上で妊婦が選択を行えるよう、また無痛分娩を選択することに対
する偏見をなくすため、無痛分娩に関する正しい理解を広める必要がある。

令和７年10月1日 第１回小児医療及び周産期医療の提供体制に関するワーキンググループ 資料４



施策名：地域連携周産期医療体制モデル事業

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

本事業では、地域における産科医療機関の適切な集約化や役割分担を支援し、また地域の無痛分娩への麻酔科医の関与を支援すること

により、周産期医療体制を確保することを目的とする。

出生数の減少に伴い分娩取扱施設の数も減少が続いている中、令和６年度より開始した第８次医療計画において、都道府県に対して、周産期母子医療センターを基幹と
した集約化・重点化や、医療機関ごとの役割分担を進めること等を求めている。
○ 特に医療資源が限られる地域において周産期医療体制を確保するためには、ハイリスク妊娠を周産期母子医療センターに集約するだけでなく、ローリスク妊娠への対
応についても集約化・重点化を含む施設間の役割分担が必要である。
〇 無痛分娩については、全ての医療機関での麻酔を専門とする医師の確保は困難であり、地域全体で安全な体制を整備する必要がある。

〇ローリスク妊娠を含めた集約化について、都道府県が地域の実情に応じた安全な体制を整備するためのモデルを示す。
〇麻酔科医が不足する中でも、地域における連携により都道府県が安全な体制を整備するためのモデルを示す。

令和７年度補正予算額 ６．０億円 医政局地域医療計画課
（内線8048）

② 対策の柱との関係

• ローリスク分娩を集約
• セミオープンシステム等で連携
• 遠方の妊産婦及び家族の待機施

設を整備
• 人材育成

周産期母子医療センター モデル医療機関（例）

妊婦健診を行う施設分娩取扱困難

• ハイリスク妊娠・救急搬送
は周産期母子医療センター
と連携

• 分娩取扱の持続が難しい場合には外
来で妊婦健診

• 産後ケア等地域における妊産婦の支
援

• 地域の周産期医療の中核
• ハイリスク妊娠を集約
• 専門職を集約し高度な医

療を提供
• 人材育成

ハ
イ
リ
ス
ク

都道府県 地域の関係団体

・施設間連携、人材の配置等に関して支援・協力

（１）周産期医療連携モデル

地域の分娩取扱施設

・各月ごとに無痛分娩実施数、
有害事象報告を含めた実施状況
の共有

地域の基幹病院

診療所

・無痛分娩マニュアルの作成に係る助言
・症例検討会の実施
・定期的な訪問による自主点検表等に基づく助言

一般病院

麻酔科専門医が常駐してい
ない分娩取扱施設

＜施設要件＞
・麻酔科医が関与した無痛分娩の実施
・24時間搬送受け入れ可能な体制
・報告書の提出

（２）無痛分娩連携モデル

都道府県
・無痛分娩の実施状況の把握
・事業実施状況の監視
・JALAの推奨する研修の受講促進等の自主
点検表を満たすための支援

＜施設要件＞
・麻酔科専門医が常駐していない
モデル１
無痛分娩数０～25件程度
モデル２
25件程度～100件程度
モデル３
100件程度以上

（１）実施主体：都道府県及び、他施設・関係団体と連携して事業の実施が可能な医療機関

箇所数：３箇所 １箇所あたり：1.5億円程度
（２）実施主体：都道府県

箇所数：15箇所（モデル１～３それぞれ５箇所程度） １箇所あたり：0.1億円程度

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

〇

【○希望に応じて安全な無痛分娩が選択できる体制の構築】
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論点

• 無痛分娩の実施率は、令和２年に8.6％だったが令和５年には13.8％と増加傾向にある。

• 需要が増加する中で、安全に実施するための体制を整備することが重要であり、過去の提言を基にした自主点検表

の作成や、JALA（無痛分娩関係学会・団体連絡協議会）と連携した取組を進めているところである。

• 地域や医療機関の実情に応じて、無痛分娩に係る麻酔を産科医が実施している場合があり、安全な体制を整備する

ためには、担当する産婦人科医や助産師に対する教育が重要である。

• 無痛分娩を提供する医療機関が限られる都道府県もあり、提供体制に一定の地域差が存在する中で、一部の都道府

県においては、無痛分娩を安全に実施するための体制整備に対して支援を行っている。

• また、妊婦やその家族が正しい情報を基に選択することが重要であり、適切な情報提供をすることが求められてい

る。

現状と課題

• 担当する医師や助産師が安全に実施するための研修体制が重要であるため、現在実施中の研究も踏まえながら、関
係団体と連携し、研修体制を充実させる必要があるのではないか。

• 第９次医療計画に向けて周産期医療の集約化と役割分担について検討する中で、無痛分娩を安全に実施できるよう
な施策について、議論を行うこととしてはどうか。その際に、新たに無痛分娩を始める場合も含め、「地域連携周
産期医療体制モデル事業」等を通じて、都道府県における体制整備の事例を収集しながら、医療従事者の連携体制
や都道府県が担うべき役割について検討することとしてはどうか。

論点
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